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ノート 

ダルタミン酸ソーダ中の微量成分 

 
出 来 三 男*，越 膳  昭**，天 満 照 郎* 

 

１ 緒   言 

グルタミン酸ソーダ（以下MSG と略記）は，わが国
においてはじめて工業化された化学調味料としてよく知

られているものである。1908年鈴木がMSGを工業的に
製造して以来，化学調味料として食品加工のうえで重要

な地位を占めてきた。はじめ，MSGは小麦，大豆，とう
もろこしなど主として輸入農産物を原料として，抽出法

により製造されていたため，原料供給の不安定，価格変

動などの影響を受け易い欠点を内包していた。そのため，

古くから抽出法によらない MSG の製造研究が続けられ
てきた。戦後MSG需要の拡大に刺戟されて，MSG製造
に関する多くの研究がなされ，1952年にアクリルニトリ
ルからの合成法，ついで1956年に発酵法による製造が完
成し，化学調味料製造に大きな転換をもたらした。 
微生物が遊離アミノ酸を菌体外に蓄積する現象は早く

から知られていたが，Kita１）がCephalosporium属を用
いて L－グルタミン酸を製造したのが，工業的規模での
生産のはじめである。以後微生物によるグルタミン酸製

造は，わが国において精力的に研究され，木下ら２）によ

るMicrococcus glutamicusを用いる工業化が完成し，こ
れに続いて，微生物による MSG 製造法に関して多くの
特許が，わが国において取得された。 
微生物によるMSG 製造の工業化に伴い，現在わが国
における MSG 生産のほとんどが，発酵法によるもので
あり，抽出法，合成法によるものは少ない。前述したよ

うに，発酵法による MSG 製造は，わが国においては特
許権で保護されているため，輸入される MSG のうち，
わが国の特許権に触れる発酵法により製造されたもの

は，申請により関税定率法第21条該当品として取扱われ
ることになる。したがって，輸入 MSG については，そ
れが如何なる方法で製造されたものであるかの鑑別が要

求されている。ここでは，製造方法の異る MSG に含ま
れる微量アミノ酸類及び微量金属類の挙動について検討

し，鑑別の可能性について考察した。 
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２ 実 験 方 法 

２・１ アミノ酸の定量 
微量アミノ酸の定量はバイオアッセイ法３）によった。

すなわち，アラニン，シスチン，ヒスチジン，は

Leuconostoc citrovorum ATCC8081，アルギニン，アス
パラギン酸，グリシン，ロイシン，イソロイシン，リジ

ン，メチオニン，フェニルアラニン，セリン，チロシン，

バリンはLeuconostoc mesenteroides ATCC8042，スレ
オニンは Streptococcus faecalis ATCC8043を用いて行
った。定量用培地は市販の粉末状アミノ酸定量用培地を

用い，常法に従い，37℃24時間培養後 660nmにおける
吸光度を測定し，あらかじめ作成した標準曲線から各ア

ミノ酸量を求めた。 
 
２・２カルシウム及びマグネシウムの定量 
試料1gを蒸留水に溶かし，塩酸1滴を加え，水で100ml
とする。原子吸光光度計を用いてカルシウム及びマグネ

シウムを測定し，あらかじめ作成した検量線からそれぞ

れの含有量を求めた。装置はPerkin－Elmer 303型，バ
ーナーは予混合型（premix burner）を用いた。測定条件
は下記のとおりである。 

 
 
 
 

３ 結果と考察 

３・１ ＭＳＧ中の微量金属 
いろいろな糖質を原料として発酵法により製造した

MSG 中のカルシウム及びマグネシウム含有量を Table1
に示した。 

Table1に示したように，酢酸を発酵原料として製造し
たMSGでは，20～50ppmのカルシウムを含んでおり，
平均 31ppmであった。でん粉を原料とした場合には，カ
ルシウム含有量は 120～190ppm，平均 160ppmであり，
酢酸を原料としたものに比較して約5倍の値を示している。
グルコースを発酵原料としたものでは，酢酸の場合とほ 
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Table 1 Calcium and magnesium contents in M. 
S.G. determined by atomic absorption 
photometer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぼ同じカルシウム含有量であった。これに対して，糖み

つを発酵原料とした場合には，カルシウム含有量480～
680ppmという高い値を示しており，酢酸及びでん粉を
原料としたものと著しい違いがある。糖みつを発酵原料

として製造したMSG中に，このような高いカルシウム
が含まれている原因は，その製造工程が異ることによる

ものではなく，糖質原料である糖みつに起因しているも

のと考えられる。甘庶糖汁から結晶砂糖を製造する工程

において，石灰処理があり，この工程を経て得られる廃

糖みつ中には多量のカルシウムが混入してくることは

よく知られているところである。 
でん粉と糖みつの混合糖質を発酵原料とした場合には，

カルシウム含有量は糖みつだけを原料としたものより低

下している。ビート糖みつのように，カルシウム含有量

が，一般に甘庶糖みつの半分しかないものを発酵原料と

した場合には，MSG中のカルシウムは250ppmであった。
この数値は，でん粉を原料としたものに近い値を示して

いるので，でん粉と甘庶糖みつの混合糖質を使用したの

Table 2 Minor amino acids content in M.S.G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か，ビート糖みつを原料としたものであるかの判別は困難

である。しかし，小麦グルテンから抽出したMSGや酢酸
発酵により製造したMSGとは，カルシウム含有量が著し
く異るので，糖みつを原料として製造したMSGの鑑別は，
カルシウム含有量から可能であることを知った。 
カルシウム以外の金属として，マグネシウム，鉛が検

出されるが，MSG中の微量鉛については，すでに瀬戸４）

が報告している。製造原料の異るMSG中に含まれる微
量マグネシウムの含有量は，糖みつ，でん粉を原料とし

た場合には，15～30ppm であり，両原料の間には差は
みられない。酢酸を原料としたものでは，約 10ppmで
あり，抽出法の MSG 中のマグネシウム含有量約
3.5ppmよりも僅かに高い値を示している。 

 
３・２ ＭＳＧ中の微量アミノ酸 
抽出法及び発酵法によって製造され，化学調味料として

市販されている MSG 中には多種類のアミノ酸が不純物
として混入している。これらの微量アミノ酸は，製造方 
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Fig.1 Characteristic minor amino acid in M.S.G. 

A: arginine, B: Aspartic acid, C: Leucine, 
D: Glycine, E: Lysine, F: Methionine, 
G: Threonine, H: Valine 
     : Manufactured from molasses by 

fermentation 
     : Manufactured from acetic acid by 

fermentation 
法の違いによって，種類と含有量に相違がみられる。成井

ら5）は市販のMSG中に混在する痕跡量のアミノ酸を定量
し，含硫アミノ酸の含有量から製造原料または製法の推定

が可能であることを示唆している。 
製法及び製造原料の明らかな市販MSG中の微量アミノ
酸含有量を測定した結果をTable2に示した。 
大豆やグルテンの加水分解物から，抽出法により製造さ

れたMSG中の微量アミノ酸含有量は合計して約 1.9％と
いう値を示しているが，発酵法のMSG中には，糖質原料
の如何に拘らず，混在する微量アミノ酸の含有量は0.05～
0.08％にすぎない。このように，抽出法と発酵法の MSG
中の微量アミノ酸の総量には著しい差があることから，こ

れらのアミノ酸含有量を定量することによって抽出法と発

酵法とを容易に判別できる。 
一方，発酵法の場合でも，原料が異ると，不純物とし

ての微量アミノ酸の種類に相違がみられる。すなわち，

糖みつ原料では，アラニンが微量アミノ酸のうちで最も

高い値を示しており，アルギニン，グリシン，アスパラ 

 ギン酸，ロイシン，リジンなどがこれについでやや高い値
を示している。また，Fig.1 に示したように，酢酸を原料
としたMSGでも同様な傾向が見られるが，糖みつの場合
に比較してアルギニンの含有量が低く，ロイシンは高い値

を示している。糖みつ・酢酸混合原料では，アルギニン，

ロイシンは低く，アスパラギン酸の割合いが高くなってい

る。しかし，このような不純物として混入する微量アミノ

酸の種類は，発酵原料よりもむしろ，発酵に使用する菌株，

培地への微量添加物などの影響を強く受けるので，微量ア

ミノ酸の挙動から発酵原料を推定するのは困難であると考

えられる。 

４ 要   約 

MSG 中に不純物として混入しているカルシウム及びマ
グネシウムの含有量から，その製法及び製造原料の推定を

行った．すなわち，甘庶糖みつを原料として発酵法により

製造したMSGでは，500pp以上のカルシウムを含んでお
り，大豆及びグルテンから加水分解抽出法で製造したもの

の 10 倍以上の値を示した。でん粉を発酵原料とした場合
は，平均して160ppmのカルシウム含有量であるが，酢酸
を発酵原料としたものでは，約 30ppmであり，このカル
シウム含有量は抽出法の場合と差がない。したがって，糖

みつ及びでん粉を原料として発酵法により製造した MSG
は，カルシウム含有量によって抽出法のものと判別できる

ことを明らかにした。マグネシウムの含有量も，ほぼカル

シウムの場合と類似した挙動を示すが，含有量は糖みつ原

料のもので，約25ppmであった。一方，MSGに含まれる
微量のアミノ酸類は，抽出法で総アミノ酸量 1.9％という
高い含有量を示すのに対して，発酵法のものでは，原料の

種類とは無関係に，いずれの場合も0.05～0.08％であった。
抽出法の場合，含まれている各アミノ酸は相対的に発酵法

のものに比較して高いが，とくに，ロイシン，アラニン，

アルギニン，スレオニンなどの含有量が高くなっている。

酢酸発酵と糖みつ発酵のものでは顕著な差はみられない

が，アルギニン，グリシン，ロイシン，リジン及びスレオ

ニンなどの挙動に差がある。製法が不明な輸入品について

この方法により検討し，カルシウム及び微量アミノ酸含有

量からその帰属を決定した。 
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